
平成３０年１月１１日 

碧南市職員の処分について 

 

 職員の懲戒処分を行ったので、碧南市職員の懲戒処分の公表基準に基づき、公表します。 

処分に係る職員の所属、

職及び年齢 
市民病院看護部 臨時職員（３５歳） 

処分の内容 減給４月（時間給１０分の１） 

処分の理由 

（概要） 

平成２９年１２月２１日午前８時頃、自家用車を運転中、

碧南市栄町で、道路を横断しようとした歩行者と衝突し、相

手方を死亡させた。 

 

（処分理由） 

地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号（法令違反

及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行）に該当 

処分年月日 平成３０年１月１１日 

その他 管理監督者である看護部長に同日付けで文書訓告 

 

 

【問合せ先】 

 碧南市総務部 経営企画課 人事係  

  電話：0566-41-3311 （内線 223） 

  FAX : 0566-48-0077 

    E-mail：keieika@city.hekinan.lg.jp 

 


